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「残薬がある場合、処方日数を薬剤師の判断で減らすことができる」 

6 月から運用変更の狙いと注意点 

 

 

 

今朝（2/3）の日本経済新聞の 1 面に「薬の過剰処方 歯止め 薬剤師が削除判断」という薬の過剰

交付を抑えるための運用変更が載っていました。これは「薬剤師が処方薬を勝手に削除する」話ではあ

りません。**患者の手元に飲み残し（残薬）がある場合、その分を差し引いて“交付する日数・数量を減

らす”**方向に、制度を動かすという話です。 

 

（記事要旨）報道では、残薬が確認された場合に薬局が交付数量を調整し、その内容を医療機関へ共

有する流れを促す枠組みを設ける方向性が示されています。また、医師側が事前に同意している場合に

は、薬局側で数量調整を行いやすくし、従来のようにその場で都度同意を得る負担を減らす狙いとされ

ています。 

                 （出典：日本経済新聞 2026 年 2 月 3 日 朝刊 1 面・記事要旨） 



たとえば医師が 30 日分で処方しても、患者に 10 日分残っているなら、薬剤師が確認したうえで今回

は 20 日分だけ交付し、薬の重複を防ぐのが目的です。これは「治療の設計変更」ではなく、供給の重

複停止です。 

 

1) 患者負担と薬剤費のムダが減る 

残薬があるのに同じ量を渡せば、患者の支払いは増え、医療財政も消耗します。「必要な分だけ渡す」

に寄せるのは、患者にとっても社会にとっても合理的です。 

 

2) 薬剤師が“最後の安全弁”として機能しやすくなる 

残薬の確認は、薬局がいちばん現実に触れている場面です。そこで薬の重複を止める仕組みが制度化

されれば、薬剤師職能を“点検者”から“調整者”へ引き上げます。 

 

3) ポリファーマシーの入口が増える 

残薬が出る人は、生活に合っていない、理解が追いつかない、副作用がつらいなど、必ず理由があり

ます。数量調整をきっかけに、服薬状況の見直しや整理へ繋げやすくなります。 

 

◇問題点・危惧（ここを外すと現場が疲弊します） 

 

1) 「減らす」ことが目的化する危険 

残薬の理由が「飲み忘れ」なら調整で済む場合が多い。でも「副作用で中断」「自己判断で中止」「症

状悪化で調整」などが混ざっていると、単なる日数調整では済みません。残薬確認は「節約」ではなく

「安全確認」が先です。ここを間違えると医療事故の芽になります。 

 

2) どこまで薬剤師判断でいけるかの線引きが命 

今回の主旨は数量調整だが、現場では境界が揺れる。 

交付日数を減らす（OK の領域） 

薬そのものを中止・変更する（医師領域） 

この線引きが曖昧だと、責任の所在が不透明になって薬剤師が疲弊します。 

 

3) 医師との情報共有がボトルネック 

数量調整そのものはできても、重要なのは「なぜ余ったか」。そこを医師と共有できないと、治療全

体は改善しません。テンプレや電子的な共有ルートがないと、制度は「紙の理想」で止まってしまいま

す。 

 

4) 現場負担の増加 

残薬の把握、聞き取り、記録、必要なら疑義照会や提案、フォローアップ。 

薬剤師の業務は増えます。**報酬とツール（電子処方箋、共有薬歴、定型文）**が追いつかないと疲

弊してしまいます。 



 

エヴァ提案（やるなら「品質の統一」が勝ち筋） 

 

A) 残薬調整 SOP「標準業務手順書」を作る 

どの薬は慎重、どの状況は必ず医師へ連絡、患者説明の必須項目など、県内で共通化する。 

 

B) 医師への報告テンプレを標準装備にする 

「残薬の量」「理由分類」「今回の交付日数」「患者の反応」「次回の提案」これを短く美しく整えるだ

けで、医師の受け止めが変わります。 

 

C) “減らして終わり”ではなくフォローをセットにする 

数量調整は入口です。本当の価値は、生活に沿った服薬の再設計と、次回受診につながる情報提供に

あります。 

 

結語 

この制度は「薬を削るため」ではなく、**同じ治療を、より安全に、より無駄なく届けるための“重複

停止”**です。薬を減らすのではなく、医療の意味を濃くする。ここを外さなければ、薬剤師の仕事は一

段階、質が上がります。 
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